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令和 4 年 8 月例会次第（令和 4 年 8 月 27 日開催） 
 

１、会長挨拶 
 

２、報告事項 

【会員の状況】 令和４年 7 月 
（１） 会員の状況 
       Ａ会員：143 名、 Ｂ会員：168 名、  合計：311 名  

 
【総  務  部】 

［総      務］ 

（１）令和 4 年度第 2期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について 
口座振替ではない会員には請求書を 8月下旬に送付するので、速やかにお振り込みください。 

口座振替の会員には、8月 29日（月）に指定口座から引き落としをさせていただきます。 

 

（２）令和 5 年版医師日記（手帳）の申込みについて 
例年のとおり日本医師会から医師日記の斡旋案内があったので、必要な会員は下記により各 

地域医師会事務局まで申込みいただきたい。 

1.体  裁 前年度と同様 95×160㎜ 羊皮スウェード（濃紫色）透明カバー付 

2.価  格 １冊 2,300円（今回の申込み以降個人で申請の場合は 2,500円） 

3.申  込 各地域医師会事務局へ現金を添えて申込み 

  （申込締切は各地域医師会の指定による） 

4.配布予定 令和 4年 12月中旬 

 

（３）毎月勤労統計調査（第二種事業所）への協力依頼について 
「毎月勤労統計調査」は賃金や労働時間、雇用の変動を明らかにすることを目的に、統計法に基

づき厚生労働省が実施する国の重要な調査である。 

 今般実施する第二種事業所の調査は、先ず、指定調査区（大津市、草津市、栗東市、甲賀市、野

洲市、湖南市）に所在するすべての事業所を、統計調査員が令和 4 年 8 月から 9 月にかけて訪問

し、事業所名・所在地・常用労働者数・事業の内容等を調査し、次に、先の調査の中から無作為に

調査対象事業所が指定される。指定を受けた事業所は、令和 5年 1月から原則として 18ヶ月間連

続で、雇用・賃金及び労働時間について調査が行われる。 

 今般の新型コロナウイルス感染症の状況により、対面による聴取が困難な場合は、電話による聞

き取りや紙面への記入等により対面を要さない手法での調査も可能であるとのことである。 

当該調査の趣旨をご理解のうえ、協力願いたい。 

 

（４）令和２(2020)年受療行動調査(確定数)の概況について 

 厚生労働省では、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料とする

ため、平成8年を初年度として、3年毎に患者自身から受療の状況について調査を行っている。 

 今般、標記が公表されたので、ご了知願いたい。 

詳細は、厚生労働省HP参照

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/20/kakutei.html  
 

（５）介護現場における生産性向上の取組、ICTの導入促進に向けた資料について （情報提供） 
 厚生労働省では、介護現場の負担軽減が喫緊の課題であるとの認識のもと、介護分野における生産

性向上に資する取組を進めている。先般、生産性向上の取組やICTの導入を促進させる各種資料が

作成され、厚生労働省HPにおいて公表された。 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/20/kakutei.html
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 資料の詳細は、厚労省HPを参照 

・介護現場における生産性向上の取組を促進させるための資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html   

・ICTの導入を促進させるための資料  

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html  

 

（６）熱中症予防の普及啓発・注意喚起について 
先般、厚労省から、標記について再度周知依頼があった。 

気温の高い日が続く今夏において、国民一人ひとりに対して熱中症予防の普及啓発・注意喚起等を

行う等、対策に万全を期すことが重要である。今年も引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を継

続する必要があるが、特に屋外での活動においては、マスクを外すことが推奨されている点を踏まえ、

熱中症予防の普及啓発・注意喚起にご協力願いたい。 

厚労省HPに熱中症予防のリーフレットを掲載。 

◇熱中症予防×コロナ感染防止 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html#pamph03  

◇熱中症予防のために 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html#pamph01  

 

（７）令和４年度「全国労働衛生週間」の実施について 

 厚生労働省では、国民の労働衛生意識の高揚及び産業界における自主的な労働衛生管理活動の

促進を図るため、昭和25年以来全国労働衛生週間を主唱している。 

今年も10月１日から同月７日までを本週間、９月１日から同月30日までを準備期間として、

『あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場』をスローガンとして、全国一斉に積極的

な活動が行われるので、趣旨をご理解のうえ活動にご協力願いたい。 

 

（８）新型コロナウイルス感染症に関する医療機関への助成金等に関する不審な勧誘につい

て 

 今般、厚生労働省医政局総務課、健康局結核感染症課より標記について発出された。 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金交付金等により医療機関への支援が実施されている

が、感染症拡大に便乗した不審な勧誘等が一部で報告されている。 

具体的には、「新規資金提供」「無償提供資金」「産業支援資金」「助成金(返済不要)」「大

規模病院給付金(返済不要)」等の名目で勧誘される詐欺の手口が報告されている。 

また、給付金、補助金、助成金等の受給に関して、厚生労働省や都道府県が現金自動預払機

(ATM)の操作をお願いすることはなく、医療機関に対する国の支援策において手数料が求められ

ることはないので注意されたい。 

不審な勧誘があった場合には、下記の窓口へ相談されたい。 
○厚生労働省医政局 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問合せ窓口 

0120-974-036（受付時間 平日9：30～18：00 ※土日祝日を除く） 

 

(９)「救急の日」および「救急医療週間」の実施について 
  本年度も救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、かつ救急医療関係者の意識の高揚

を図ることを目的として下記のとおり実施される。ポスター等が配布されるので、院内掲示等に

ついてご協力願いたい。 

救急の日  9月 9日(金) 

救急医療週間   9月 4日(日)〜9月 10日(土) 

(関係配付資料)  CAB+D カード：各地域医師会を介して各医療機関へ配布予定 

救急ポスター：日医雑誌 8月号に同封される 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html#pamph03
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html#pamph01
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（10）第 5回草津栗東認知症連携カンファレンスの開催報告について 

  ......................................................... （総務資料 1）p.1 

 

（11）草津市就学時健康診断の実施にかかる協力について(依頼) ...... （総務資料 2）p.2 

 

（12）「滋賀県認知症フォーラム」にかかる演題発表の募集について ... （総務資料 3）p.3 

   9月 15 日(木)17時 申込期限 

 

（13）令和 4 年度 近畿医師会連合・大阪府医師会共催産業医基礎研修会(前期研修)の開催

について 9月 9日(金)までに滋賀県医師会へ ................... （総務資料 4）p.8 

 

（14）令和 4年度 近畿医師会連合・大阪府医師会共催健康スポーツ医学講習会(前期) 

 の開催について 9月 15日(木)までに大阪府医師会地域医療 2課へ . （総務資料 5）p.12 

 

（15）麻薬廃棄完了報告書の廃止について ......................... （総務資料 6）p.18 

 

（16）「第 8回在宅医療多職種キャリアアップ研究会」の開催について 

 10月 4 日(火) 申込期限 .................................... （総務資料 7）p.20 

 

（17）第 7回乳がん検診マンモグラフィ読影研修会の開催について ... （総務資料 8）p.23 

   9月 16 日(金)までに健康づくり財団へ 

 

（18）滋賀県小児在宅医療体制整備事業 座学・実技研修会のご案内 .. （総務資料 9）p.26 

   10月 11日(火)17時 申込期限 

 

（19）世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公開講座のご案内 ........ （総務資料 10）p.30 

 

（20）令和 4年度 南部地域感染症予防対策連絡会の開催について ... （総務資料 11）p.32 
   9月 6日(火)までに草津保健所へ 

 

 

【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（１）医療事故情報収集等事業「第 69 回報告書」の公表について 
 今般、標記報告書について、日本医療機能評価機構より公表された。同様の事例の再発

防止および発生の未然防止のため、標記報告書を活用されたい。 

詳細は、（公財）日本医療機能評価機構 HPに掲載 

https://www.med-safe.jp/contents/report/index.html  

 

（２）「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）の一部改正について 
臓器移植法改正後 10 年以上が経過したことに伴い取りまとめられた、臓器移植医療の

https://www.med-safe.jp/contents/report/index.html
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あり方に関する提言（本年 3 月）に基づき、本年 8月 1日付けで標記ガイドラインの一部

改正が施行された。 
＜改正の主な事項＞ 

・臓器提供に係る意思表示等に関する事項 

・虐待を受けた児童への対応等に関する事項 

・虐待が行われた疑いがあると判断した場合の対応 

・臓器摘出に係る脳死判定を行うまでの標準的な手順に関する事項、脳死判定に関する

事項 

詳細は、厚労省 HPを参照 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/zouki_ishoku/hourei.html  

 

（３）「使用上の注意」の改訂について 
     下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、厚生労働省 HP に掲載されているの

でご確認いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00007.html  

☆令和 4年 7月 20日付け 

①催眠鎮静剤、抗不安剤：エスゾピクロン 

慎重投与（新設） 

②催眠鎮静剤、抗不安剤：ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリアゾラム 

禁忌（新設） 

   ※①・②について、以下の記載が新設 

本剤により睡眠随伴症状（夢遊症状等）として異常行動を発現したことがある患者［重

篤な自傷・他傷行為、事故等に至る睡眠随伴症状を発現するおそれがあるので、投与

の中止を検討すること。］ 

ほか、重大な副作用として睡眠随伴症状（夢遊症状等）に関する記述が追加 

③その他の腫瘍用薬：アベルマブ（遺伝子組換え）、デュルバルマブ（遺伝子組換え） 

重大な副作用（新設）：脳炎 

④その他の腫瘍用薬：ボルテゾミブ 

重大な副作用（新設）：ギラン・バレー症候群、脱髄性多発ニューロパチー 

⑤主としてカビに作用するもの新設：ポサコナゾール 

禁忌（改訂）；トリアゾラムを投与中の患者、併用禁忌（新設）：トリアゾラム 

⑥Ｘ線造影剤：イオパミドール、イオヘキソール、イオメプロール 

重大な副作用（新設）：アレルギー反応に伴う急性冠症候群 

 

（４）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.188 下肢閉塞性動脈硬化症の患者の

弾性ストッキングの着用」について 
下肢閉塞性動脈硬化症の患者に弾性ストッキングを着用させた事例が 7 件報告されてい

るのでご留意願いたい（集計期間：2018 年 1 月 1 日～2022 年 5 月 31 日）。 

 なお、事例が発生した医療機関の取り組み等について、以下のとおりお知らせするので、

自施設に合った取り組みを検討していただきたい。 

〔事例が発生した医療機関の取り組み〕 

・医師・看護師は、患者に弾性ストッキングを着用させる前に ASOの既往がないか確認する。 

・医師・看護師は、弾性ストッキングの添付文書の【警告】【禁忌・禁止】を確認し、着用  

 の可否を検討する。 

〔取り組みのポイント〕 

 ・弾性ストッキングの適応基準や注意点を明確にして周知する。 

詳細は、公益財団法人 日本医療機能評価機構 HPを参照  https://www.med-safe.jp/ 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/zouki_ishoku/hourei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00007.html
https://www.med-safe.jp/
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（５）麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及

び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等の公布について 
今般、麻薬に3物質、麻薬向精神薬原料及び特定麻薬向精神薬原料に3物質が新たに指定

された。本年8月2日から施行後に、これらの物質を扱う場合、麻薬については、麻薬研究者

等の免許取得や記録、保管、届出など、麻薬及び向精神薬取締法上の規制事項の遵守が必要

となる。また、特定麻薬向精神薬原料指定物質については、輸出入及び事故の際には、その

量にかかわらず届出が必要であるためご留意願いたい。 

＜新たに麻薬に指定＞ 

①2－エチルアミノ－1－（3，4－メチレンジオキシフェニル）ブタン－1－オン及びその塩類 

（通称：Eutylone、bk-EBDB） 

②1－（ジエチルアミノ）エチル－2－（4－メトキシベンジル）－5－ニトロベンズイミダゾール及び

その塩類（通称：Metonitazene） 

③1－｛1－［1－（4－ブロモフェニル）エチル］ピペリジン－4－イル｝－1，3－ジヒドロ－2Ｈ－ベ

ンゾ［ｄ］イミダゾール－2－オン及びその塩類（通称：Brorphine） 

＜新たに麻薬向精神薬原料に指定＞ 

①4－アニリノピペリジン及びその塩類（通称：4-AP） 

②1，1－ジメチルエチル＝4－アニリノピペリジン－1－カルボキシラート及びその塩類 

（通称：t-BOC-4-AP） 

③N－フェニル－N－（ピペリジン－4－イル）プロパンアミド及びその塩類（通称：Norfentanyl） 

 

【保  険  部】 

（１）中医協答申書について〔令和４年度診療報酬改定（看護の処遇改善）並びに医

療 DX の基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療

報酬上の加算の取扱いについて〕 【日医発第 912 号】 

（県医師会報 8 月号の 14 ページを参照） 

・ 8 月 10 日開催の中医協総会において、患者の負担増になっているとして批判が出ていた「電子的

保健医療情報活用加算」（オンライン資格確認システムを利用して患者情報を取得して診療した場合

に算定できる）を本年 9 月 30 日付けで廃止することが決定された 

・ 本年 10 月 1 日以降は、点数を減らして「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」として新設さ

れることとなった（要施設基準届出） 

・ 詳細は追って連絡予定 

 

（２）疑義解釈資料（その 19）について 【日医発第 799 号】 

（県医師会報 8 月号の 42～44 ページに掲載済） 

 
（３）検査料の点数の取扱いについて 【日医発第 875 号】 

（新たに保険適用が認められた検査等 －令和 4 年 8 月 1 日適用－） 
（県医師会報 9 月号に掲載予定）（日医雑誌 10 月号にも掲載予定） 

 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・

医療機器等」のコーナーに掲載済 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/  

 
（４）新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その

72）【日医発第 769 号】 

（県医師会報 8 月号の 41 ページに掲載済） 

 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/
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（５）新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その
73）【日医発第 820 号】 

（県医師会報 8 月号の 41～42 ページに掲載済） 

 

（６）カナグル錠 100mg等の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意

事項の一部改正等について 【日医発第 647 号】 

（県医師会報 8 月号の 46～48 ページに掲載済） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコー

ナーに掲載済 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/  

 

（７）公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一

部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて 【日医発第 646 号】 

（県医師会報 8 月号の 48～49 ページに掲載済）（日医雑誌 9 月号にも掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコー

ナーに掲載済 

 

（８）医療機器の保険適用について（8 月 1日保険適用分）及び「医療機器の保険適

用について」の一部訂正について 【日医発第 841 号】【日医発第 829 号】 

 

（９）診療報酬請求書（９月提出分）の受付期間について 

（県医師会報 8 月号の 64 ページに掲載済） 

 

（10）後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る周知広報ポスター等の掲示に

ついて 【日医発第 825 号】（県医師会報 8 月号の 49 ページに掲載済） 

 

（11）新型コロナウイルス抗原検出（定性）キット「エスプライン SARS-CoV-2 N」（富士

レビオ株式会社）について〔疑義解釈資料（その 20）より〕 【日医発第 867 号】 

※R4.8.3 付けの薬事承認の一部変更により唾液による検出を追加 

 

（12）インフルエンザ核酸検出キット「GeneSoC インフルエンザウイルス A/B検出キ

ット」（杏林製薬株式会社）の保険適用について〔疑義解釈資料（その 21）よ

り〕【日医発第 878 号】 

   ※R4.8.4 保険適用 

   ※当該検査を実施する場合は、D023 微生物核酸同定・定量検査の⒀インフルエンザ核酸検出を  

    算定する。 

 
（13）共済組合員証及び組合員被扶養者証の無効について  
  裁判所共済組合大津支部（保険者番号 31250152） 

 
記号番号 無効年月日 無効事由 備 考 

125 220596 R4.8.2 紛失のため 当該組合員及び被扶養者共に京都府京都市在住 

 （県医師会報 9 月号に掲載予定） 

 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
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（14）「滋賀県福祉医療費・精神障害者精神科通院医療費助成番号一覧表」（令和 4

年 8月 1日版）について 

    （各診療所・病院には、国保連合会から今月の増減点通知等と一緒に直送済） 

 

 （15）福祉医療費助成事業等受給者証の切替え、及び福祉医療費請求に係る窓口での

資格確認について 

（県医師会報 8 月号の 60 ページに掲載済） 
・ 各福祉実施主体者(市町)発行の福祉医療費受給(助成)券の有効期限が、毎年７月末日とな

っている（乳幼児福祉医療費助成制度は除く）ことから、８月以降、有効期限切れの受給

(助成)券で受診されることが予想される 

・ 当分の間は窓口事務において、福祉医療費受給(助成)券の有効期間及び資格の確認の徹底

を図っていただくことと、レセプト及び福祉医療費請求書(連名簿)の請求時には更新後の

資格にて請求いただくことにご留意願いたい 

 

【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 

（１）診療・検査医療機関に対する休業時の支援について（再案内） 
診療・検査医療機関の職員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより当該診

療所が休業を余儀なくされた場合、滋賀県では、県補助事業として休業期間における賃金、

賃料等について支援を受けることができる。本補助事業を活用する場合、まずは県担当課

（感染症対策課 調査・検査係 TEL.077-528-3584）まで連絡されたい。 

 なお、事業の詳細は、県庁 HP「10.支援制度」－「診療検査医療機関支援事業（休業時の

支援）（令和 4年度）」を参照 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/315091.html   

 

（２）「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」

の 改訂について（8.1 版） 
 本年 8月 1日付けで標記手引きが改訂された。 

［今回更新された主な事項］ 

4回目接種対象者、武田社ワクチンの対象年齢、同時接種について改訂、モデルナ社ワクチ

ンの製造販売の承継に伴う名称変更について 

詳細は、厚生労働省 HPを参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html 

 

（３）「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第 8.0 版」について 
 本年 7月 22日付けで標記手引きが改訂された。 

＜今回更新された主な事項＞ 

① 病原体・疫学 

 病原体・国内発生状況・海外発生状況を更新 

②臨床像 

 臨床像を更新（特にオミクロン株の知見・インフルエンザとの鑑別を更新）  

 重症化リスク因子・胸部画像所見・合併症・妊婦例の特徴を更新  

 小児の重症度・小児における家庭内感染率について更新・小児における死亡例を追加 

③症例定義・診断・届出 

 症例定義・届出を更新 

④重症度分類とマネジメント 

 序文・重症度分類・軽症・中等症・重症・ECMO・血液浄化療法・血栓症対策・図を更

新  

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/315091.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
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 高齢者における療養のあり方を追加  

 医療提供体制と自宅療養について を参考から追加 

⑤薬物療法 

 モルヌピラビル・ソトロビマブ・カシリビマブ／イムデビマブ・禁忌 

 ・日本国内で開発中薬剤を追加 

⑥院内感染対策 

 序文・患者寝具類の洗濯・職員の健康管理・妊婦および新生児への対応を更新  

・基本情報の表を追加 

⑦退院基準・解除基準 

 退院基準を更新 

詳細は、厚生労働省 HPを参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf  

 

（４）感染性廃棄物の取り扱いについて（国内でのサル痘患者の発生を受けて） 
サル痘を始めとする人が感染及び感染のおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している

廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物（感染性廃棄物）の処理については、「廃棄物処理法

に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」（令和 4年 6月）が環境省で策定されている。今般の

サル痘の感染状況を受け、環境省から改めて関連医療機関等から排出される感染性廃棄物の

適切な処理の確保や、排出時、収集運搬時及び処分時において作業者への感染防止に万全を期

すよう周知徹底がなされた。 

詳細は、環境省 HPを参照 

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル（令和 4年 6月） 

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/post_36.html    

 

 

【小 児 保 健 部】 

［学  校  保  健］ 

（１）教職員等による学校等におけるてんかん発作時の口腔用液（ブコラム Ⓡ）の投与につい

て 
 学校等において、児童生徒等がてんかんの発作を起こした場合に、当該児童生徒等に代わって

教職員等が口腔用液（ブコラム®）の投与を行うことについて、先般、文部科学省等から厚生労

働省に疑義照会が行われ、医師法第17条の解釈が次のとおり示された。ご了知願いたい。 

学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保

育施設等（以下「学校等」）で在籍する幼児、児童、生徒又は利用する児童（以下「児童

等」）がてんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わ

せた教職員を含む職員又はスタッフ（以下「教職員等」）が、口腔用液（「ブコラムⓇ」）を

自ら投与できない本人に代わって投与する場合が想定される。当該行為は緊急やむを得ない措

置として行われるものであり、次の４つの条件を満たす場合には、医師法違反とはならない。 

①当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。 

・学校等においてやむを得ずブコラムⓇを使用する必要性が認められる児童等であること 

・ブコラムⓇの使用の際の留意事項 

②当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にブコラムⓇ

を使用することについて、具体的に依頼(医師から受けたブコラムⓇの使用の際の留意事項に関する

書面を渡して説明しておくこと等を含む)していること 

③当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してブコラムⓇを使用すること。 

・当該児童等がやむを得ずブコラムⓇを使用することが認められる児童等本人であることを改めて確認

すること 

・ブコラムⓇの使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること 

④当該児童等の保護者又は教職員等は、ブコラムⓇを使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受
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診させること 

３、ホームページ会員向けサイトへの「お知らせ」登載一覧 
7/30（土）2022年滋賀県内薬局夏期臨時休業予定について 

8/3（水）【日医発】医師資格証の申請方法と受け渡し方法について 

8/3（水）滋賀医科大学病院外来診察医予定表 

8/3（水）令和４年度外傷初期診療プログラムJATEC滋賀コースの開催について 

8/3（水）令和4年度「びわ湖あさがおネット」における医療情報の開示接続について（募集案

内） 

8/4（木）腸管出血性大腸菌感染症多発警報の発令について（本年度2回目の発令） 

8/5（金）「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」の

改定について（8.1版） 

8/8（月）【日医発】新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得

に対する配慮に関して 

8/10（水）「滋賀県認知症フォーラム」にかかる演題発表の募集について 

8/10（水）8月例会・G-Pネット講演会 開催のご案内 

8/10（水）【日医発】お盆期間中の発熱外来診療体制の確保について（要請） 

8/19（金）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項及び第 

14 条第２項に基づく届出の基準等について」の一部改正について 

8/19（金）サル痘に関する情報提供及び協力依頼について 

8/19（金）令和4年度医師国保健康診断の実施について（お知らせ） 

8/19（金）【日医発】オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン

説明会の開催について 

8/22（月）【日医発】オンライン資格確認に関する三師会・厚労省合同説明会の開催につい 

     て 

8/22（月）令和４年度二次救急診療業務委託医療機関当番日の変更について（通知） 

8/22（月）高齢者施設 等における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ ®カプセル 及び  

     パキロビッド ®パック）の活用方法について（再通知） 

8/24（水）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項 及び第 

14 条第２項に基づく届出の基準等について」の一部改正について 

8/25（木）オンライン資格確認に関する三師会・厚労省合同説明会資料 

 
４、滋賀県医師会 講演会・研修会等のご案内 ..................... （総務資料 12）p.35 

 
５、当医師会の ９月行事予定表 ................................ （総務資料 13）p.36 
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☆★☆医協連絡事項☆★☆ 

 

1． 新型コロナウイルス感染症に対応した保険商品のご案内 

当組合では、新型コロナウイルス感染症に対応した保険を多数取扱っております。万一、先

生や従業員様が罹患された場合の休業補償から入院補償まで対応しております。 

また、保険料は団体割引が適用されており、一般でご加入されるよりも割安です。 

詳細につきましては福祉課までお問い合わせください。 

 

【取扱保険商品】 

団体所得補償保険 
先生が病気やケガで就業不能となった場合に補償。 

入院中・自宅療養（医学的所見に基づく）も対象。 

従業員休業補償保険 
従業員様が病気やケガで就業不能となった場合に補償。 

入院中・自宅療養（医学的所見に基づく）も対象。 

団体医療保険 病気やケガで入院や手術をした場合に補償。 

全国医師・医療従事者

見舞金制度 

医師・医療従事者が業務の遂行に起因して感染症に罹患された場合

や、その結果お亡くなりになった場合に一時金で補償する商品。 
 

2． FOLKウェア期間限定キャンペーンのご案内 

先月送付いたしました「医師協スクエア」でもご案内しておりますが、9月 30日までのお申

込に限り、FOLKウェアを定価の 30％ＯＦＦでご購入いただけます。ＦＯＬＫウェアについては

昨年初めてキャンペーンを実施し、大変ご好評をいただきました。商品選定は「医師協スクエ

ア」にセレクトカタログを同封しておりますので、そちらをご活用いただきお申込ください。 

 

3． 医療経営を考えるアフタヌーンセミナーのご案内 

第 3回目のアフタヌーンセミナーを 9月 8日（木）14：00から開催いたします。今回のテ

ーマは「知ってあんしん！今から始める“相続対策”のススメ！」をテーマに経験豊富な税

理士より詳しく解説していただきます。参加をご希望される方は購買課までご連絡くださ

い。 

 

≪医療廃棄物処理≫ 

株式会社メディカルウェイストシステム（MWS）からお取り引きの皆様へお願い 

弊社への医療廃棄物容器交換のご注文について、新型コロナウイルスの感染拡大を受け

逼迫した状況となっております。つきましては容器の予備をお持ちいただき、規定の収集

回収曜日での対応に徹底させていただきたく何卒宜しくお願い申し上げます。 

（お問い合わせ 株式会社メディカルウェイストシステム TEL：077-551-6180） 
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滋 医 発 第 12 8 号 

令和 4 年 8 月 23 日 

各地域職域医師会長 様 

滋賀県医師会 

会長 越 智 眞 一 

（公印省略） 

令和 4年度 近畿医師会連合・大阪府医師会共催 

産業医基礎研修会（前期研修）の開催について 

平素は、本会事業の推進に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、標記研修会について別紙（写）のとおり本会あて案内がありましたの

でご連絡申し上げます。 

つきましては、貴会会員に周知のうえ、参加希望の会員がおられましたら、9

月 9日（金）までに滋賀県医師会あてに直接ご連絡をいただけるよう、ご高配

をお願いいたします。 

ご多用のところ誠に恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

記 

１．日時≪1 日目≫ 令和 4 年 10 月 8 日（土）13 時 30 分～19 時 45 分 

≪2 日目≫ 令和 4年 10 月 9 日（日） 9 時 30 分～18 時 15 分 

（1 日だけの受講申し込みはできません） 

２．会場 大阪府医師会館 

（大阪市天王寺区上本町 2-1-22） 

３．添付書類 ・令和 4年度大阪府医師会 

産業医基礎研修会（前期研修）の開催について 

・令和 4年度大阪府医師会 

産業医基礎研修会（前期研修）開催要領 
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令和４年 ８月２３日 

 

近 畿 各 府 県 医 師 会 長  殿 

 

大 阪 府 医 師 会 長 

茂 松 茂 人 

（公 印 省 略） 

 

 

令和４年度 近畿医師会連合・大阪府医師会共催 

産業医基礎研修会（前期研修）の開催について 

（ご案内とお願い） 

 

謹啓 

 平素は本会の諸事業に対しまして、格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本会では、標記研修会を別記「開催要領」のとおり令和４年 10 月８日（土）、10

月９日（日）の２日間に亘り開催いたします。 

本基礎研修会（２日間全日程）を受講いただきますと、日医認定産業医を目指す先生方に

必要なカリキュラム（前期研修 14 単位、実地研修 10 単位、後期研修 26 単位の計 50 単位）

のうち、前期研修８科目 14 単位を取得していただくことができます。 

つきましては、誠にお手数ではございますが、貴会会員の先生方に本基礎研修会の開催に

ついてご案内くださいますとともに、受講希望者をお取りまとめいただき、来る９月１２日

(月)までに本会事務局（地域医療１課）あてご回報いただきますよう、ご高配のほど何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、中止とさせていただく場合がございます。

中止の場合は、大阪府医師会産業医部会ホームページにてご案内いたしますので、ご承知お

き下さい。 

 

謹白 

 

 

※事務局：地域医療１課 堀田（TEL 06-6763-7012・FAX 06-6766-2875）  

Ｅ-ｍａｉｌ a-horita@po.osaka.med.or.jp 

写 
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令和４年度 大阪府医師会産業医基礎研修会（前期研修） 開催要領 

 

本研修会を２日間受講されますと、日医認定産業医制度における基礎研修 50 単位のうち前

期研修８科目 14 単位が取得できます。 

なお、日医認定産業医の先生方、ならびに既に前期研修を修了された先生方が本研修会を

受講されても単位の取得にはなりませんので、ご注意ください。 

 

１．日    時： 

＜１日目＞令和４年 10 月８日（土）午後１時 30 分～午後７時 45 分 

＜２日目＞令和４年 10 月９日（日）午前９時 30 分～午後６時 15 分 

≪１日だけの受講申込みはできません≫ 

２．場    所：大阪府医師会館 ２階ホール、４階大会議室 

（大阪市天王寺区上本町２－１－22 

≪駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください≫ 

３．主    催：近畿医師会連合、大阪府医師会 

４．受 講 資 格：新たに日医認定産業医を目指す医師 

（既認定産業医、ならびに前期研修修了者は対象外） 

５．単  位  数：基礎（前期）研修 項目番号(1)～(8)の１４単位 

(１日目６単位、２日目８単位。当日の研修単位は単位取得証明シー 

ルを交付) 

６．定    員：２００名(予定)（定員超過の場合は抽選。近畿各府県医師会員優先） 

７．受 講 料（２日間分）： 

近畿２府４県医師会員 １０，０００円、その他 ２０，０００円 

（納入方法は受講者に別途通知） 

８．申し込み方法（９月１２日(月) 締切） 

   受講希望者は、「産業医基礎（前期）研修会受講希望」と明記し、 

① 氏名（ふりがな） 

② 所属医療機関名・送付先住所（所属医療機関もしくは自宅等の明記） 

・電話番号・ＦＡＸ番号 

③ 所属府県医師会名 

④ 医籍登録番号 

を記入の上、所属府県医師会にお申し込みください。 

（締め切り後、大阪府医師会より、受講の可否についてご連絡申し上げます。） 

９．その他 

新型コロナウイルス感染症の状況により、中止とさせていただく場合がございます。中

止の場合は、大阪府医師会産業医部会ホームページ 

(https://www.osaka.med.or.jp/doctor/industrial-physician.html)にてご案内いた

します。 

10



１０．演題 ・ 講師： 

１日目 ： 令和４年10月８日（土） ２日目 ： 令和４年10月９日（日）

大阪府医師会館 ２階ホール・４階大会議室 大阪府医師会館 ２階ホール・４階大会議室

開　　　会 開　　　会

「産業医学概論―最近の産業医学の動向」 「労働安全衛生法等の解説」

〔項目番号(1)総論　１単位〕 〔項目番号(1)総論　１単位〕

中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センター所長

大阪市立大学名誉教授 大阪産業保健総合支援センター副所長

圓藤　吟史 浅田　雅彦

「健康管理」 「メンタルヘルス対策」

〔項目番号(2)健康管理　２単位〕 〔項目番号(3)ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策　１単位〕

大阪労災病院治療就労両立支援センター所長

久保田　昌詞 大阪公立大学大学院医学研究科神経精神医学教授

井上　幸紀

「作業管理」

〔項目番号(6)作業管理　２単位〕

　 　

産業医科大学　産業医実務研修センター

教授　センター長

「健康保持増進」 川波　祥子

〔項目番号(4)健康保持増進　１単位〕

健康経営研究会　理事長

　岡田　邦夫

「作業環境管理」

〔項目番号(5)作業環境管理　２単位〕 「有害業務管理」

〔項目番号(7)有害業務管理　２単位〕

公益社団法人関西労働衛生技術センター所長

大阪医科大学名誉教授 山田誠二産業保健センター所長

河野　公一 　　山田　誠二

　座　長　午前：大阪府医師会産業医部会

常任委員　足立　俊之 「産業医活動の実際①」

　　　　　午後：大阪府医師会産業医部会 〔項目番号(8)産業医活動の実際　１単位〕

副部会長　圓藤　吟史

大阪公立大学大学院医学研究科

都市医学講座・産業医学  教授　林　朝茂

「産業医活動の実際②」

〔項目番号(8)産業医活動の実際　１単位〕

萩原労働衛生コンサルタント事務所

代表　萩原　聡

　座　長　午前：大阪府医師会産業医部会

常任委員　森　英光

　　　　　午後：大阪府医師会産業医部会

副部会長　林　朝茂

19:45

14:15

16:30

17:45

16:15

18:15

17:15

（　昼　食　）

16:45

(休　憩)

13:30

令和４年度　産業医基礎研修会〔前期研修〕開催日程

13:30 9:30

14:30 10:30

11:30
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滋 医 発 第 12 9 号 

令和 4 年 8 月 23 日 

各地域職域医師会長 様 

滋賀県医師会 

会長 越 智 眞 一 

（公印省略） 

令和 4年度 近畿医師会連合・大阪府医師会共催 

健康スポーツ医学講習会（前期）の開催について 

平素は、本会事業の推進に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、標記研修会について別紙（写）のとおり本会あて案内がありましたの

でご連絡申し上げます。 

つきましては、貴会会員に周知いただきたくお願いいたします。 

参加希望の会員がおられましたら、来場希望者は FAX で大阪府医師会地域医

療 2課あて直接ご送付を、Web 受講希望者は申し込みサイトに直接ご登録をい

ただくこととなっております。申込締切はいずれも 9月 15 日（木）まででご

ざいます。 

ご多用のところ誠に恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

記 

１．日時≪1 日目≫令和 4 年 10 月 15 日（土）14 時 00 分～19 時 35 分 

 ≪2 日目≫令和 4 年 10 月 16 日（日） 9 時 00 分～18 時 20 分 

２．会場 大阪府医師会館 2 階ホール 

（大阪市天王寺区上本町 2-1-22） 

３．添付書類 

・令和 4年度健康スポーツ医学講習会（前期）の開催について 

・令和 4年度健康スポーツ医学講習会（前期）開催要領  

・令和 4年度健康スポーツ医学講習会（前期）プログラム 

・令和 4年度健康スポーツ医学講習会（前期）来場者用受講申込書 

・令和 4年度健康スポーツ医学講習会（前期）Web 受講者用申込案内 
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令和４年８月 17 日 

 

近畿各府県医師会長 殿 

 

大阪府医師会長 

茂 松 茂 人 

(公 印 省 略) 

 

 

令和４年度 健康スポーツ医学講習会「前期」の開催について 

（お願い） 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は本会事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、近畿医師会連合・大阪府医師会の共催にて、標記講習会を別紙のとおり開催

いたします。なお、本講習会は、日本医師会認定健康スポーツ医資格の新規取得のた

めのものです。更新単位取得のために受講する「再研修会」ではございません。 

 今年度は、「来場受講」と「ウェブ受講」の併用で実施いたします。なお、新型コ

ロナウイルス感染症の流行状況により、「来場受講」を中止する場合がございます。 

 つきましては、本講習会の開催について、貴会会員へご周知賜りますよう何卒よろ

しくお願い申し上げます。ご周知いただく際には、添付書類（①開催要領②プログラ

ム③来場用受講申込書④Ｗｅｂ受講用申込案内）を必ずお送りくださいますようお願

いします。 

なお、来場受講希望者は添付の受講申込書を、本会地域医療２課まで直接ＦＡＸに

てお送りください。Ｗｅｂ受講希望者は申込サイトに直接ご登録ください。申込締切

日はいずれも９月 15 日(木)までとなっています。 

  

 

日本医師会認定健康スポーツ医の資格を取得するためには、「前期プログラム」・「後

期プログラム」の両方を受講していただく必要がございますが、本会では年度ごと分

けて開催しており、今年度は「前期プログラム」の開催となっていますので、ご留意

ください。なお、「前期プログラム」・「後期プログラム」のどちらを先にご受講いた

だいてもかまいません。 

 

   

 
 

【事務局】大阪府医師会 地域医療２課（担当：松下） 

ＴＥＬ：０６－６７６３－７００２ 

ＦＡＸ：０６－６７６５－３７３７ 

メール：n-matsushita@po.osaka.med.or.jp 
 

写 
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令和４年度 健康スポーツ医学講習会「前期」 開催要項  

 

第３３回近畿医師会連合健康スポーツ医学講習会 

第３４回大阪府医師会健康スポーツ医学講習会 

 
日    時：【第１日目】令和４年１０月１５日(土) 午後２時～午後７時３５分 

【第２日目】令和４年１０月１６日(日) 午前９時～午後６時２０分 

 ※両日の受講が必要です。また、今年度は「前期プログラム」のみであり、「後期プログラ

ム」は来年度の開催となります。 

 ※本講習会は、日本医師会認定健康スポーツ医資格の新規取得のためのものです。更新

単位取得のために受講する「再研修会」ではございません。 

 

場    所：（来場受講）大阪府医師会館 ２階ホール 

     （Web 受講）下記 URL または OR コードよりお申込み＊９月 15 日(木)締切 

           URL：https://zoom.us/webinar/register/WN_8Zph7DuUSUSvp02PosDR-A 

 

主    催：近畿医師会連合、大阪府医師会 

 

内  容：別紙プログラムをご参照ください。 

 

受講資格：大阪府医師会員、近畿各府県医師会員など（※非会員も受講可能） 

 

来場定員：１００名 

※新型コロナ感染拡大防止の取り組みとして、通常開催より定員を減としています。 

      ※当日は、体温チェックのうえマスク着用をお願いします。発熱や軽度ではあっても咳・咽頭

痛などがある方は参加を控えてください。 
 

申込方法：（来場受講）所定の申込書に必要事項を記入の上、本会地域医療２課まで FAX（06-6765-3737）に

ご提出ください。 

（Web 受講）上記 URL または QR コードより９月 15 日(木)までにお申し込みください。 

＊申し込みする前に、必ず「WEB 受講用申込案内」をご確認ください。 

 

受  講：９月末頃～10 月初旬に受講票および受講料振込用紙をお送りしますので、講習会当日までに、受

講料(１万円)をお振り込みください。なお、欠席されても、返金には応じかねますので、ご注意

ください。 

 

修 了 証：講習会当日は、来場受講の方は受講票にて、Web 受講の方は「当日の Web 入退時刻」と「講習会後

のテスト問題解答」の２点による受講確認を行い、２日間全てのカリキュラムを受講された方に

は、大阪府医師会より修了証を交付いたします。なお、本講習会の修了証は、日本医師会への申

請の際に必要となりますので、紛失などにご注意ください。 

※本講習会は、各日とも厳重に出欠確認を行います。途中退場された場合は、修了証を発行でき 

ませんので、予めご留意ください。 

 

そ の 他：ご不明な点については、下記の事務局までお問い合わせくださいますよう、よろしくお願いいた

します。 
 

共催 

事務局：〒543-8935 

大阪市天王寺区上本町 2-1-22 

大阪府医師会 地域医療２課 健康スポーツ医学係 

TEL：06-6763-7002 FAX：06-6765-3737 

ﾒｰﾙ：n-matsushita@po.osaka.med.or.jp（松下） 
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時　　間 内　容　お　よ　び　講　師 座　　長

14:00～14:05  開会挨拶　

　  大阪府医師会理事　　　　　　　　　　　　　前　川　たかし

14:05～14:15 ○日本医師会認定健康スポーツ医制度について

　  大阪府医師会理事　　　　　　　　　　　　　前　川　たかし

14:15～15:15 １．スポーツ医学概論（60分）
　　大阪公立大学　名誉教授    　　　　　　　　藤　本　繁　夫 前　川　たかし

15:20～16:20 ５．運動と栄養・食事・飲料（60分）

　　大阪公立大学　都市健康・スポーツ研究センター　教授
                                            　横　山　久　代 藤　本　繁　夫

16:25～17:25 12．運動のためのメディカルチェック――内科系（60分）
　　関西医科大学健康科学センター　教授　　　　木　村　　　穣 横　山　久　代

17:30～18:30 ６．女性と運動（60分）
　　関西医大附属病院　産婦人科助教　　　　　　辻　　　祥　子 木　村　　　穣

18:35～19:35 13．運動のためのメディカルチェック――整形外科系（60分）
　　行岡病院スポーツ整形外科センター長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　史　野　根　生 前　川　たかし

時　　　間 内　容　お　よ　び　講　師 座　　　長
 

 9:00～10:00 ９．発育期と運動――整形外科系（60分）
　　地域医療機能推進機構大阪病院　副院長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島　田　幸　造 有　田　幹　雄

10:05～11:05 ８．中高年者と運動――内科系（60分）
　　角谷リハビリテーション病院　院長　　　　　有　田　幹　雄 長　谷　公　隆

11:10～12:10 ２．神経・筋の運動生理とトレーニング効果（60分）
　　関西医科大学リハビリテーション医学講座　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長  谷  公  隆 吉　川　貴　仁

12:10～12:55 休        憩（ 昼   食 ）　　（45分）

12:55～13:55 ３．呼吸・循環系の運動生理とトレーニング効果（60分）
　　大阪公立大学大学院医学研究科運動生体医学　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　川　貴　仁 田　中　美　成

14:00～15:00 10．中高年者と運動ー整形外科系（60分）
　　大阪公立大学 生活科学研究科　教授　　　　 田　中　美　成 吉　川　貴　仁

15:05～16:05 ４．内分泌・代謝系の運動生理とトレーニング効果（60分）
大阪市立総合医療センター糖尿病・内分泌センター長・栄養部

部長　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細　井　雅　之 宇佐美　郁　哉

16:10～17:10 ７．発育期と運動ー小児科系（60分）
　　兵庫県立尼崎総合医療センター小児科　部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇佐美　郁　哉 細　井　雅　之

17:15～18:15 11．メンタルヘルスと運動（60分）
　　大阪公立大学大学院　教授　　　　　　　　　井　上　幸　紀 前　川　たかし
　

18:15～18:20  閉会挨拶　

　  大阪府医師会理事　　　　　　　　　　　　  前　川　たかし

（敬称略）

　◇令和４年度健康スポーツ医学講習会「前期」プログラム　　

◎令和４年１０月１６日（日）

◎令和４年１０月１５日（土）　
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〒 ―

都 道
府 県

＊新型コロナウイルス感染状況によっては
　会場受講が中止になる場合がございます。

大阪府医師会 地域医療２課あて　FAX:06-6765-3737

※２：日本スポーツ協会公認ス
ポーツドクター、または同養成
講習会基礎科目修了者

＜補足説明＞

※１：日本整形外科学会認定ス
ポーツ医、日本整形外科学会ス
ポーツ医学研修会総論修了者Ｑ：スポーツ医に関する資格および日医認定の健康スポーツ医学講習会の修了証をお持ちですか？

日時：令和４年10月15日（土）午後２時00分～午後７時35分
　　　　　　　　  16日（日）午前９時00分～午後６時20分

会場：大阪府医師会館
　　（大阪市天王寺区上本町２－１－22）

２．なし

医師免許
証 番 号

第　　　　　　　　　　号

ａ．認定資格取得済：日医・日整会（※１）・日本スポーツ協会（※２）・その他（　　　   　　）

ｂ．現在受講中：お持ちの修了証は、平成　　　　　年　　　　　月に開催された

　　　　　　　　　　主催の〔　前期　・　後期　〕講習会 （上記に該当される場合は、本
講習会の受講の必要はございま
せん）

来場用 令和４年度
第33回近畿医師会連合 健康スポーツ医学講習会

「前期」 受講申込書
第34回大阪府医師会　 健康スポーツ医学講習会

専門
科目

　１．小児科　　２．内科　　３．外科

１．あり

生年
月日

住　所

＊修了証の
送付先

電話番号 　　　　　―　　　　　―

勤務先名称 〔役職　　　　　　　　　　　〕

　　　　　―　　　　　―

FAX 　　　　　―　　　　　―

地区 医師会 　４．整形外科　５．その他（　　　　　　）

医籍登録
年 月 日

　１．大正　　２．昭和　　３．平成

　　　　　　　年　　　月　　　日

緊急連絡先

フリガナ 性別 　１．男　　　２．女

氏　　名

所　　属
医師会名

府県 医師会

　１．大正　　２．昭和　　３．平成

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日生
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WEB 受講用申込案内  
令和４年度 健康スポーツ医学講習会「前期」 

Web 受講 申込について＊必ずご確認ください。 
 

【Web 受講】※Zoom を利用して受講いただきます。 
 

（１）下記 URL または QR コードよりお申込み。  

    https://zoom.us/webinar/register/WN_8Zph7DuUSUSvp02PosDR-A 
     

※９月 15 日(木)締切（以後、Web 受講はお申し込みできませんのでご注意ください）。 

    ※同一のメールアドレスを使って複数人が申込むことはできません。 

※受講当日に使用するデバイスでご登録ください。 

※入力項目は、受講者管理のために必要ですので必ずご入力ください。 

 

（２）申込み直後にメールが届きますのでご確認ください。 

    講習会当日参加ページの URL が、メール文面中段に掲載されています。 

    ※届かない場合は、恐れ入りますが、n-matsushita@po.osaka.med.or.jp（担当：松下）までご連絡ください。 
 

 （３）講習会テキストは、10/14(金)と 10/15(土)の開催１日前の案内メール（リマインドメール）にダウンロード 

用の URL を掲載いたします。 
   

  ＊本講習会の視聴 URL は２日間とも同一のものです。登録完了メールおよび★開催１日前の案内メール（リ

マインドメール）の削除や紛失等にお気を付けください。 

★・・・開催１日前の案内メール（リマインドメール）は 10 月 14 日(金)と 10 月 15 日(土)に送られます。 
 

当日参加方法： 

①開催１日前（10/14(金)、10/15(土)）に案内メール（リマインドメール）が届きます。  

・当日参加ページの URL が掲載されています。そちらをクリックしてご参加ください。 

・インターネット回線が混み合う可能性があるため、講習会開始までに（１日目→午後２時までに、 

２日目→午前９時までに）余裕をもってご参加ください。 

＊＊受講確認について＊＊ 

・「講習会後のテスト問題解答」が必要です。（解答必須） 

日医の規程により、受講確認のため、後日（10 月 17 日(月) 午後５時までに）、ご登録のメールア 

ドレスにテスト問題の URL をお送りいたします。 

各講演ごとに５問ずつ出題。解答を必ず送信してください。 

＊テ ス ト 問 題 ：Google フォームでの解答 

＊解 答 期 間 ：10 月 17 日(月)～11 月４日(金)まで 

＊講演のアーカイブ：10 月 28 日(金)～11 月４日(金)まで（期間中は何度でも講演を視聴するこ 

とができます。）（録画・録音はご遠慮ください。） 

・日医の規程に基づき、「当日の Web 入退時刻」と「講習会後のテスト問題解答」の２点により受講 

確認を行います。 

受講確認ができた方へ修了証を郵送いたします（11 月中旬～11 下旬に発送予定） 

※遅参・早退により、一部未受講の講義につきましては、修了証は交付されません。 

 
事  務  局：大阪府医師会 地域医療２課 

    〒543－8935 大阪市天王寺区上本町２－１－22 
  T E L：06－6763－7002、FAX：06－6765－3737 

    メール: n-matsushita@po.osaka.med.or.jp（担当：松下） 
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滋 薬 務 第 7 0 8 号 

令 和 ４ 年 (2 0 2 2 年 )８ 月 1 8 日 

一 般 社 団 法 人 滋 賀 県 医 師 会 長 

各 地 域 医 師 会 長 

一般社団法人滋賀県歯科医師会長 

一般社団法人滋賀県薬剤師会長 

一般社団法人滋賀県病院協会長 

公益社団法人滋賀県獣医師会長 

滋賀県健康医療福祉部薬務課長 

（公印省略） 

麻薬廃棄完了報告書の廃止について 

麻薬及び向精神薬取締法第 29 条において、麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及

び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わ

なければならないと定められています。本県では麻薬廃棄届と同時に立会を行った職員の

所属、氏名等を記載する麻薬廃棄完了報告書の提出を求めることで適正な廃棄を担保して

おります。

このたび、麻薬廃棄に係る事務負担を軽減するため、麻薬帳簿の備考欄に下記事項を記

載することをもって、麻薬廃棄完了報告書の提出を不要とすることとします。

また、覚醒剤原料廃棄に伴う、覚醒剤原料廃棄完了報告書の提出も同様に不要とします

ので御承知願いますとともに、貴会会員に対する周知をお願いします。 

記 

１．必要事項 

・廃棄理由および廃棄届を提出した旨 

・麻薬廃棄の執行者の署名または記名押印 

・立会者２名のうち代表者１名の所属および署名または記名押印 

２．施行日 

令和４年８月 18 日廃棄分から 

様
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３．参考 

＜麻薬帳簿備考欄の記載例＞ 

期限切れにより廃棄、令和○年○月○日麻薬廃棄届提出  

  執行者 ○○ ○○（氏名） ㊞ 

立会者 ○○（所属） ○○ ○○（氏名） ㊞ 

 

 

 滋賀県健康医療福祉部 

薬務課薬事指導係 河部 

TEL(077)528-3634 

FAX(077)528-4863 
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第9回理事会連絡事項

開催日時 講演会・研修会名 会場等 内容・講師等 実施主体 申込先・連絡先 研修会単位等　

9月3日（土）
14:30～19：00

産業医研修会 プロiMEP　ニプロホール
草津市野路町3023

①「健康管理の仕組みづくり」(仮）
　　　　　　　　株式会社オフィスケイエム　代表取締役　橋口　克頼　先生
②「産業医が知っておくべき作業管理について」 　(仮）
　　　　　　　　　　ダイキン工業滋賀製作所　産業医　赤築　秀一郎　先生
③「産業医活動関連法改正と通達」
　　　　　一般財団法人近畿健康管理センター　理事長　木村　隆　先生

滋賀県
医師会

産業保健担当
会報7月号・ＦＡＸにて
案内

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定産業医制度：
基礎　後期4.5単位
生涯　専門3.0単位
　　　　更新1.5単位

9月17日（土）
14:30～19：00

産業医研修会 ピアザ淡海　滋賀県立県民
交流センター ピアザホール
大津市におの浜1-1-20

①「アルコール依存症の診断・治療と連携
　　産業医のためのSBIRITS（エスバーツ：飲酒スクリーニング、簡易介入、
　　　　　　　　　　専門治療・相談機関・自助グループへの紹介）の進め方」(仮）
　　　　　　　　滋賀県立精神医療センター　精神科部長　濱川　浩　先生
　　ロールプレイ・体験談発表
②「事例にみるメンタルヘルスの実際」(仮）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　南草津坂本診療所　坂本　暢典　先生
③「産業医が知っておくべき就業上の措置」(仮）
　　　パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
　　　　　　　　　　　　　　 　門真健康管理室　産業医　黒木　和志郎 先生

滋賀県
医師会

産業保健担当
会報7月号・ＦＡＸにて
案内

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定産業医制度：
基礎　後期4.5単位
生涯　専門4.5単位

9月27日（火）
14：30～15：30

令和４年度死体検案研修会
（近江八幡市蒲生郡医師会）

竜王町公民館
蒲生郡竜王町大字小口276-1

テーマ「はじめての死体検案」
　　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

9月28日（水）
14：00～15：00

令和４年度死体検案研修会
（彦根医師会）

彦根市保健・医療複合施設
くすのきセンター
彦根市八坂町1900-4

テーマ「はじめての死体検案」
　　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

9月29日（木）
15：00～16：00

令和４年度死体検案研修会
（東近江医師会）

東近江地域医療支援セン
ター
東近江市中小路町483-4

テーマ「はじめての死体検案」
　　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 10月6日（木）
15:00～16：30

第90回学校保健学校医研修会 キラリエ草津
草津市大路2-1-35

「摂食障害について」（仮題）
滋賀医科大学附属病院　神経科　眞田　陸　先生

滋賀県
医師会

学校保健担当
会報8月号・FAXにて案
内予定

日医生涯教育制度：
(申請予定）

★ 10月15日（土）
14:30～17:30

産業医研修会 ニプロiMEP　ニプロホール
草津市野路町3023

1.「中小規模事業場における産業医業務について」(仮）
　　　　　　　一般社団法人　近畿健康管理センター　西村　明　芳　先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きづきクリニック　木築　野百合　先生
2.「企業と医療機関、それぞれから支える両立支援」(仮）
　　　　　　　滋賀産業保健総合支援センター　副所長　吉川　昌毅　氏
　　　(6月26日と同じ内容です）

滋賀県
医師会

産業保健担当
会報8月号・FAXにて案
内予定

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定産業医制度：
基礎　実地1.5単位
　　　　後期1.5単位
生涯　実地1.5単位
　　　　専門1.5単位
　　　　(申請予定）

10月27日（木）
14：00～15：00

令和４年度死体検案研修会
（守山野洲医師会）

守山市すこやかセンター
守山市下之郷三丁目2-5

テーマ「はじめての死体検案」
　　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

11月12日（土）
14：30～18：00(予定)

第38回滋賀医学会総会
（Web配信併用）

琵琶湖ホテル 3階 瑠璃
大津市浜町2-40

テーマ「神経疾患の最新治療」
講演
①「（仮）認知症について」
　　　 　　　　　　　　　　　医療法人藤本クリニック　院長　藤本　直規　先生
②「（仮）神経変性疾患について」
　　　滋賀医科大学内科学講座脳神経内科　准教授　真田　　　充　先生
③「（仮）神経免疫疾患について」
　　　　　　　　　　　 　大津赤十字病院　脳神経内科　部長　松井　　　大　先生

滋賀県
医師会

生涯教育担当
ＦＡＸにて案内予定

日医生涯教育制度：
（申請予定）

12月22日（木）
15：00～16：00

令和４年度死体検案研修会
（大津市医師会）

琵琶湖ホテル
大津市浜町2-40

テーマ「はじめての死体検案」
　　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

令和5年1月26日（木）
14：00～15：00

令和４年度死体検案研修会
（甲賀湖南医師会）

公立甲賀病院
甲賀市水口町松尾1256

テーマ「はじめての死体検案」
　　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

令和5年3月23日（木）
15：30～16：30

令和４年度死体検案研修会
（湖北医師会）

北ビワコホテルグラツィエ
長浜市港町4-17

テーマ「はじめての死体検案」
　　滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

講　演　会　・　研　修　会　等　の　ご　案　内

★　 新規
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日 曜日 行　　　事 時　間 会　場

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火 玉川学区医療福祉を考える会議 13：30～15：00 玉川まちづくりセンター

7 水

8 木

9 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

地域職域医師会会長会議 14：30～16：00

『草栗ゴ木会』 滋賀CC

16 金

17 土 9月理事役員会 14：00～15：30 ｷﾗﾘｴ草津303会議室

18 日

19 月

20 火

21 水

22 木 感染対策向上加算　合同カンファレンス 14:00～16：00 済生会滋賀県病院なでしこホール

23 金

9月例会・診療科紹介 14：00～15：30

学校医研修会 15：30～16：30

25 日 ゴルフ同好会 富士スタジアム南コース

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

草津栗東医師会・行事予定表　　　　　令和４年　9月

24 土 ｷﾗﾘｴ草津502・503会議室

15 木
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